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●
豊
島
区
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

る
法
律
施
行
条
例

問　

今
回
、
３
本
の
法
律
が
統
合
さ

れ
、
ま
た
所
管
が
個
人
情
報
保
護
委

員
会
に
一
元
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

だ
が
、
法
改
正
の
趣
旨
は
。

答　

大
規
模
災
害
や
感
染
症
対
応
に

お
い
て
、
自
治
体
間
や
国
と
自
治
体

で
の
個
人
情
報
の
連
携
に
つ
い
て
支

障
が
出
て
い
た
点
の
解
消
及
び
、
個

人
情
報
保
護
と
デ
ー
タ
の
利
活
用
を

両
立
す
る
点
が
特
徴
。

●
豊
島
区
個
人
情
報
保
護
審
議
会
条

例問　
こ
れ
ま
で
の
豊
島
区
行
政
情
報

公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
議
会
は
ど

の
よ
う
な
場
合
に
開
か
れ
て
い
た
か
。

答　

個
人
情
報
を
目
的
外
利
用
等
す

る
場
合
、
審
議
会
に
諮
問
し
て
、
取

扱
い
の
是
非
に
つ
い
て
判
断
い
た
だ

い
て
い
た
。

問　

今
後
の
豊
島
区
個
人
情
報
保
護

審
議
会
は
ど
の
よ
う
な
場
合
に
開
か

れ
る
の
か
。

答　

所
掌
事
項
は
安
全
管
理
措
置
、

運
用
の
細
則
、
区
独
自
の
規
定
、
条

例
の
改
廃
と
な
っ
て
い
る
。
主
な
諮

問
事
項
は
安
全
管
理
措
置
で
あ
り
、

具
体
的
に
は
、
国
は
サ
イ
バ
ー
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
こ
と
と
し
て
お

り
、
本
区
や
他
自
治
体
で
事
故
等
が

起
き
た
場
合
、
対
応
や
再
発
防
止
に

つ
い
て
審
議
い
た
だ
く
。
ま
た
、
諮

問
事
項
以
外
に
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ

ル
簿
の
状
況
や
個
人
情
報
保
護
委
員

会
か
ら
の
通
知
、
都
、
他
区
の
動
向

の
報
告
等
を
考
え
て
お
り
、
年
に
１

回
は
開
催
を
考
え
て
い
る
。

問　

審
議
会
の
メ
ン
バ
ー
の
構
成
は
。

答　

現
在
の
行
政
情
報
公
開
・
個
人

情
報
保
護
審
議
会
に
所
属
し
て
い
る

学
識
経
験
者
の
方
等
を
考
え
て
い
る
。

●
豊
島
区
議
会
議
員
及
び
豊
島
区
長

の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費

負
担
に
関
す
る
条
例
（
一
部
改
正
）

問　

今
回
、
物
価
変
動
等
を
鑑
み
て
、

選
挙
運
動
用
自
動
車
借
入
れ
、
燃
料

費
、
ビ
ラ
や
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
に
要

す
る
経
費
に
係
る
限
度
額
を
引
き
上

げ
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
現
状
の
物

価
変
動
率
を
反
映
し
て
の
金
額
と
な

る
の
か
。

答　

今
回
の
単
価
の
改
定
は
、
大
体

２
％
か
ら
３
％
と
小
幅
な
上
昇
と
な

っ
て
い
る
。

問　

選
挙
期
間
中
、
公
費
負
担
と
な

る
ビ
ラ
の
枚
数
は
。

答　

区
議
会
議
員
選
挙
に
つ
い
て
は

４
千
枚
以
内
、
区
長
選
挙
に
つ
い
て

は
１
万
６
千
枚
以
内
と
な
っ
て
い
る
。

区
民
厚
生
委
員
会

開
会
日　

１１
月
２８
日（
月
）

案　

件　

議
案
１
件
・
陳
情
２
件

・
報
告
２
件
等

●
令
和
４
年
度
豊
島
区
国
民
健
康
保

険
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

問　

特
別
交
付
金
の
返
還
で
、
特
定

健
康
診
査
等
負
担
金
が
あ
る
が
、
返

還
に
至
っ
た
背
景
は
。

答　

特
定
保
健
指
導
受
診
者
が
、
交

付
金
申
請
時
の
見
込
み
よ
り
少
な
か

っ
た
こ
と
が
要
因
で
あ
る
。

問　

特
定
健
診
の
受
診
率
の
変
化
は
。

答　
３
年
度
の
特
定
健
診
の
受
診
率

は
３５.０
％
で
、
２
年
度
と
比
較
し
１.３
ポ

イ
ン
ト
、
受
診
者
数
で
は
３６７
人
増
え

て
い
る
。

問　

来
年
度
保
険
料
に
つ
い
て
、
上

が
る
可
能
性
が
高
い
と
聞
い
て
お
り
、

加
入
者
の
負
担
が
大
変
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
心
配
し
て
い
る
。
少
し

で
も
負
担
が
増
え
な
い
よ
う
に
努
力

を
し
て
ほ
し
い
が
、
い
か
が
か
。

答　

来
年
度
保
険
料
は
係
数
を
基
に

算
定
さ
れ
る
が
、
例
年
、
１２
月
末
頃

に
確
定
係
数
が
出
る
。
そ
の
確
定
係

数
が
出
た
と
こ
ろ
で
、
特
別
区
と
し

て
、
ど
の
よ
う
な
抑
制
策
が
取
れ
る

か
と
い
う
こ
と
を
研
究
、
検
討
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

問　

今
回
の
補
正
予
算
の
特
徴
は
。

答　
３
年
度
の
剰
余
金
が
１２
億
５
千

万
円
余
り
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
な
特

徴
で
あ
り
、
保
険
料
の
コ
ロ
ナ
減
免

の
措
置
を
取
っ
た
と
こ
ろ
が
大
き
く

寄
与
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

●
補
聴
器
購
入
費
助
成
制
度
の
拡
充

を
求
め
る
陳
情

問　

補
聴
器
購
入
費
助
成
額
の
限
度

額
２
万
円
は
、
２３
区
で
は
最
低
の
ラ

イ
ン
で
あ
る
。
助
成
額
の
拡
充
等
に

つ
い
て
、
区
の
認
識
は
。

答　

補
聴
器
を
必
要
と
す
る
方
が
利

用
し
や
す
い
制
度
を
確
立
し
て
い
く

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
助
成
額
の
拡

充
、
対
象
範
囲
の
拡
大
、
正
し
い
補

聴
器
装
用
の
知
識
の
普
及
啓
発
な
ど

も
含
め
て
、
現
在
検
討
中
で
あ
る
。

●
ひ
き
こ
も
り
に
係
る
調
査
の
実
施

結
果
に
つ
い
て

問　

町
会
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員
、

青
少
年
育
成
委
員
へ
の
調
査
結
果
か

ら
、
他
人
の
事
情
に
ど
こ
ま
で
踏
み

込
ん
で
い
い
か
分
か
ら
な
い
と
の
回

答
が
多
か
っ
た
。
区
の
見
解
は
。

答　

地
域
の
皆
様
が
手
探
り
で
見
守

り
や
、
ひ
き
こ
も
り
相
談
に
対
応
し

て
い
る
状
況
が
見
え
て
き
た
。
今
後
、

地
域
に
向
け
て
見
守
り
の
ヒ
ン
ト
と

な
る
よ
う
な
研
修
等
を
実
施
す
る
こ

と
で
、
も
っ
と
相
談
に
つ
な
が
り
や

す
い
環
境
を
つ
く
っ
て
い
き
た
い
。

都
市
整
備
委
員
会

開
会
日　

１１
月
２９
日（
火
）

案　

件　

議
案
３
件
・
陳
情
３
件

・
報
告
３
件
等

●
豊
島
区
廃
棄
物
の
発
生
抑
制
、
再

利
用
に
よ
る
減
量
及
び
適
正
処
理
に

関
す
る
条
例
（
一
部
改
正
）

問　

今
回
の
条
例
改
正
の
内
容
は
。

答　

臨
時
あ
る
い
は
多
量
の
排
出
ご

み
、
事
業
系
一
般
廃
棄
物
処
理
手
数

料
が
改
定
さ
れ
る
。

問　

前
回
３.５
円
、
今
回
６
円
価
格
が

上
昇
し
て
い
る
が
、
上
昇
の
要
因
は
。

答　
６
年
ぶ
り
の
改
定
で
あ
る
こ
と
、

人
件
費
等
が
上
昇
し
て
い
る
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。

問　

改
定
後
の
粗
大
ご
み
処
理
手
数

料
が
、
１０
㎏
ま
で
据
置
き
に
な
っ
て

い
る
理
由
は
。

答　

１００
円
未
満
は
切
り
捨
て
の
た
め
、

現
行
と
同
じ
金
額
に
な
る
。

問　

コ
ロ
ナ
禍
で
改
定
を
２
年
延
長

し
た
が
、
次
回
改
定
に
合
わ
せ
て
も

よ
か
っ
た
の
で
は
。

答　

元
年
１０
月
の
消
費
税
率
引
上
げ

が
反
映
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
廃
棄

物
処
理
事
業
者
団
体
か
ら
上
限
を
上

げ
る
要
望
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら

今
回
の
改
定
と
な
っ
た
。

●
豊
島
区
立
自
転
車
等
駐
車
場
の
指

定
管
理
者
の
指
定

●
豊
島
区
立
公
園
の
指
定
管
理
者
の

指
定

問　

何
団
体
の
応
募
が
あ
っ
た
か
。

答　

応
募
が
あ
っ
た
の
は
５
団
体
。

問　

指
定
管
理
者
が
替
わ
っ
て
も
、

一
般
開
放
の
利
用
方
法
の
ル
ー
ル
な

ど
は
継
続
し
て
い
く
の
か
。

答　

新
し
い
管
理
者
に
な
っ
て
も
、

こ
れ
ま
で
の
ル
ー
ル
を
遵
守
し
て
も

ら
え
る
よ
う
に
働
き
か
け
て
い
く
。

問　

前
回
事
業
者
が
変
更
に
な
っ
た

と
き
、
ス
ポ
ー
ツ
施
設
で
引
継
ぎ
が

う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
。
そ
う
い
っ

た
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
。

答　

混
乱
が
な
い
よ
う
、
区
も
間
に

入
っ
て
し
っ
か
り
引
継
ぎ
し
て
い
く
。

問　

施
設
の
こ
と
を
分
か
っ
て
い
る

窓
口
の
職
員
は
替
わ
ら
ず
良
か
っ
た

の
で
、
雇
用
の
継
続
は
あ
る
の
か
。

答　

本
人
の
希
望
が
あ
れ
ば
、
面
接

等
の
後
に
継
続
し
て
雇
用
す
る
と
聞

い
て
い
る
。

問　

共
同
事
業
体
が
管
理
す
る
場
合
、

ク
レ
ー
ム
対
応
が
う
ま
く
い
か
な
く

な
る
の
で
は
な
い
か
。

答　

同
一
の
事
業
者
で
管
理
す
る
ほ

う
が
情
報
共
有
の
面
で
有
効
で
あ
る
。

問　

区
民
か
ら
の
意
見
に
ど
の
よ
う

に
対
応
し
た
の
か
。

答　

区
に
直
接
あ
っ
た
意
見
や
、
指

定
管
理
者
で
解
決
し
な
か
っ
た
問
題

に
つ
い
て
は
、
区
と
指
定
管
理
者
が

一
緒
に
取
り
組
ん
で
対
応
し
て
い
る
。

て
、
区
の
認
識
は
。

答　

民
営
化
に
よ
り
、
延
長
保
育
、

休
日
保
育
、
病
後
児
保
育
な
ど
特
別

保
育
事
業
が
拡
充
で
き
る
。
ま
た
、

区
立
保
育
園
で
は
実
施
が
難
し
い
英

語
や
体
操
教
室
、
リ
ト
ミ
ッ
ク
な
ど

の
保
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
実
施
で
き
、

区
立
、
私
立
保
育
園
の
そ
れ
ぞ
れ
の

特
徴
を
活
か
し
た
保
育
の
選
択
肢
を

提
供
で
き
る
と
認
識
し
て
い
る
。

問　

選
定
事
業
者
で
あ
る
Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ｏ

Ｗ
Ａ
キ
ッ
ズ
ラ
イ
フ
株
式
会
社
の
本

区
で
の
実
績
は
。

答　

区
内
で
３
園
の
認
可
保
育
園
を

運
営
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
。

問　

選
定
の
方
法
は
。

答　

書
類
審
査
、
運
営
施
設
の
状
況

確
認
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
審
査

を
経
て
、
審
査
委
員
会
に
て
選
定
。

●
豊
島
区
立
体
育
施
設
の
指
定
管
理

者
の
指
定
に
つ
い
て

問　

事
業
者
の
交
代
で
利
用
方
法
が

変
わ
り
、
前
ま
で
出
来
て
い
た
こ
と

が
出
来
な
く
な
り
、
区
民
か
ら
苦
情

が
殺
到
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
今
回

は
現
状
の
環
境
の
ま
ま
引
き
継
ぎ
を

し
て
い
た
だ
き
た
い
。

答　

前
回
の
反
省
を
踏
ま
え
、
し
っ

か
り
と
引
き
継
ぎ
が
で
き
る
よ
う
な

内
容
で
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
し

て
い
た
だ
い
て
い
た
。
区
と
し
て
も

区
民
に
迷
惑
が
か
か
ら
な
い
よ
う
、

サ
ポ
ー
ト
し
て
い
く
。

問　

選
定
に
当
た
っ
て
、
地
元
の
声

や
使
用
者
の
声
は
反
映
し
て
い
る
か
。

答　

指
定
管
理
に
つ
い
て
は
、
年
１

回
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
中
で
利
用
者

の
声
を
調
査
し
、
評
価
し
て
い
る
。

こ
の
評
価
は
選
定
委
員
会
の
資
料
と

な
っ
て
お
り
、
利
用
者
の
声
を
反
映

し
た
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

問　

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
新
た

な
取
組
の
提
案
は
あ
っ
た
か
。

答　

早
朝
、
夜
間
の
開
館
時
間
延
長

や
託
児
付
教
室
の
提
案
が
あ
っ
た
。

子
ど
も
文
教
委
員
会

開
会
日　

１１
月
２９
日（
火
）

案　

件　

議
案
２
件
・
陳
情
２
件

・
報
告
４
件
等

●
豊
島
区
立
保
育
所
条
例
（
一
部
改

正
）

問　

今
後
の
区
立
保
育
園
民
営
化
の

予
定
は
。

答　

平
成
２６
年
に
決
定
し
た
３
園
の

民
営
化
は
、
今
回
の
東
池
袋
第
一
保

育
園
で
終
了
。
現
在
、
新
た
な
区
立

保
育
園
民
営
化
の
計
画
は
な
い
。

問　

民
営
化
す
る
保
育
園
を
選
ん
だ

根
拠
は
。

答　

地
域
の
区
立
、
私
立
保
育
園
の

バ
ラ
ン
ス
や
交
通
の
利
便
性
が
よ
く

希
望
者
が
多
く
見
込
ま
れ
る
こ
と
な

ど
を
踏
ま
え
総
合
的
に
検
討
し
選
定
。

問　

区
立
保
育
園
の
民
営
化
に
つ
い

総
務
委
員
会

開
会
日　

１１
月
２５
日（
金
）・
２８
日

（
月
）

案　

件　

議
案
１１
件
・
報
告
２
件

等
常
任
委
員
会

＆
Ｑ

Ａ


